
総社市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和５年３月３１日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市規則第１２号 

 

総社市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 

総社市税条例施行規則（平成１７年総社市規則第４０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中様式の表示に下線が引かれた様式（以下「移動様式」という。）を当該移動様式に対応する同表の改正後の欄中様式の表示に下線が

引かれた様式とする。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

様式第３７号の２（第４条関係） 

（別紙のとおり） 

 

様式第７０号（第４条関係） 

（別紙のとおり） 

 

様式第７４号（第４条関係） 

（別紙のとおり） 

 

 

様式第３７号の２（第４条関係） 略 

 

 

様式第７０号（第４条関係） 略 

 

 

様式第７４号（第４条関係） 略 

 

 

 

附 則 

 この規則は，令和５年７月１日から施行する。 



 



様式第３７号の２（第４条関係） 

軽 自 動 車 税 種 別 割 減 免 申 請 書 

   年  月  日 

  総社市長      様 

 

申請者  住 所（所在地）                

           （納税義務者） 

氏 名（名 称）                

 

                  身体障害者等との続柄 本人・その他（     ） 

（身体障害者等減免のみ記入のこと）         

個人番号又は法人番号 

             

 

 総社市税条例第  条の規定により次のとおり市税の減免について申請します。 

減

免

申

請

の

軽

自

動

車

等 

種

別

 

原動機付自転車 軽 自 動 車 

2 輪 の 

小型自動車 

1種 

(一般) 

1種 

(特定) 

2種 

乙 

2種 

甲 

ミニ 

カー 

2輪 3輪 

4 輪 

乗用 

4 輪 

貨物 

車両番号又は標識番号  車 名  

年 度 別   年度 税 額  円 

主 た る 定 置 場 総社市 

使 用 目 的  

身

体

障

害

者

等
 

住 所 
 

氏 名  生 年 月 日      年   月   日 

手帳番号 
 

手帳交付年月日   年   月   日 

障 害 名 

 

障 害 の 程 度 A級 

項症 

款症 

□ 上記の者について，この車両以外に自動車税種別割又は軽自動車税種別割の減免を受けて 

いません。 

□ 減免の可否決定のため必要があるときは，身体障害者手帳等の記載内容について，総社市 

 社会福祉事務所に照会することに同意します。 

自

動

車

運

転

者

 

住 所  氏 名  

免 許 証 の 

交付年月日 

   年  月  日 免 許 証 の 種 類 

 

免 許 証 の 

有 効 期 限 

   年  月  日 免 許 証 の 番 号 

 

免 許 証 の 

条 件 

 身体障害者等との 

続 柄 

 

家族運転

の 場 合 

のみ記入 

使

用

目

的

 

1 通 勤 

2 通園・通学 

3 通 院 

4 生 業 

週平均の通勤・通園・通学・通院日数 日 

（生業の場合はこの欄へ具体的に記入のこと） 

（注意）１ 申請の際は，身体障害者手帳等，運転免許証，軽自動車税種別割納税通知書（納付書）

を提示のこと。 

    ２ 種別，家族運転の使用目的は該当の所を〇で囲むこと。 

    ３ １人の身体障害者等について自動車税種別割又は軽自動車税種別割のどちらか１台のみ

で減免を受けることができます。 



様式第７０号（第４条関係） 

原動機付自転車標識（その1） 

図 1             （単位 mm） 
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図 2             （単位 mm） 

 



図 3             （単位 mm） 

 

 

図 4             （単位 mm） 
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図 5             （単位 mm） 
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   (備考) 

    1 標識番号は，上段に市名を，下段に平仮名文字及び4桁の数字をもって表示す

るものとし，上位の数字が有効数字でない場合は，直径1センチメートルの点を

表示する。 

    2 標識は金属製とする。 

    3 標識の地の塗色は，次による。 

    (1) 総社市税条例第82条第1号アの原動機付自転車にあっては，白色 

    (2) 総社市税条例第82条第1号イの原動機付自転車にあっては，薄黄色 

    (3) 総社市税条例第82条第1号ウの原動機付自転車にあっては，薄桃色 

    (4) 総社市税条例第82条第1号エの原動機付自転車(ミニカー)にあっては，薄青

色 

    (5) 総社市税条例第82条第2号イの小型特殊自動車にあっては，薄緑色 

    4 標識の種類は，次による。 

       原動機付自転車  図1 

図2(総社市税条例第82条第1号エの原動機付自転車は

除く。) 

図3(総社市税条例第82条第1号エの原動機付自転車は

除く。) 

図4(総社市税条例第82条第1号アの原動機付自転車の

うち，道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令

第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型

原動機付自転車) 

       小型特殊自動車  図5 

    5 標識番号の塗色は，濃紺色とする。 

    6 図 2 の絵柄の塗色は，次のとおりとする。 

    (1) 五重塔，丘陵は灰色とする。 

    (2) 稜線は赤色とする。ただし，総社市税条例第82条第1号ウの原動機付自転車

にあっては黒色とする。 

    (3) 吉備のくにの文字を表示し，白色とする。 

    7 図 3 の絵柄の塗色は，次のとおりとする。 

    (1) 目は濃紺色とする。 

    (2) 耳と尾については灰色とする。 

    (3) 雪舟の里の文字を表示し，濃紺色とする。 

 



様式第７４号（第４条関係） 

原動機付自転車等標識き損（亡失）届 

所 有 者 

納 税 義 務 者 

住 所  

氏 名  

標 識 番 号 総社市 き損（亡失）年月日 年  月  日  

取

り

付

け

て

い

た

 
 

原

動

機

付

自

転

車

等

 

種 別 

原 動 機 付 自 転 車 小 型 特 殊 自 動 車 

１種(一般) １種(特定) ２ 種 乙 ２ 種 甲 ミニカー 農 耕 用 そ の 他 

車 名  名 称  

総 排 気 量 ㏄  車 台 番 号  

型 式  型 式 認 定 番 号  

プレート亡失等の事由  亡失  盗難  き損  その他（                   ） 

亡 失 等 の 状 況  

  種別・プレート亡失等の事由欄は，該当の所を○で囲むこと。 

 

   上記のとおり標識をき損（亡失）したのでお届けします。 

   なお，上記標識が発見された場合は責任をもって返却します。 

      年  月  日 

  総社市長      様 

届出人 

住 所 

氏 名 

 


